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森林問題（吸収源と森林問題（吸収源とREDDREDD等）について等）について森林問題（吸収源と森林問題（吸収源とREDDREDD等）について等）について

国際環境NGO FoE Japan国際環境NGO FoE Japan
江原 誠
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森林の取り扱い森林の取り扱い

京都議定書が対象としている森林の取り
扱い（先進国の森林※）

京都議定書が対象としていない森林の取京都議定書が対象としていない森林の取
り扱い（途上国の森林）

※AR(植林）CDMのもとで、途上国の人工林は対象とする
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森林による吸収量・排出量の予測の一例森林による吸収量・排出量の予測の一例森林による吸収量 排出量の予測の 例森林による吸収量 排出量の予測の 例

Historical forest carbon balance (MtCO2) per region, 1855-2000
Source: Houghton, 2003b, AR4
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京都議定書が対象としている森京都議定書が対象としている森京都議定書が対象としている森京都議定書が対象としている森
林の取り扱い（先進国の森林）林の取り扱い（先進国の森林）
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森林吸収源の論点森林吸収源の論点

いかに「抜け穴」を防ぎ、いかに環境十全性の高いかに「抜け穴」を防ぎ、いかに環境十全性の高
い（厳しい）吸収源ルールへ改善できるかい（厳しい）吸収源ルールへ改善できるかい（厳しい）吸収源ル ルへ改善できるかい（厳しい）吸収源ル ルへ改善できるか

具体的には：具体的には：

化 燃料由来 排出削減努力を阻害しな– 化石燃料由来の排出削減努力を阻害しない

– 「森林経営」等の計上を義務化し、吸収をカウ
ントするなら、排出もカウントする計上方法に

– 破壊的な森林伐採を抑制するインセンティブに破壊的な森林伐採を抑制するインセンティブに
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京都議定書の排出（吸収）量算定京都議定書の排出（吸収）量算定
営 為 起 す 排 量 削 人間の営み（人為）に起因するGHG排出量の削

減が目的

 算定する排出量（吸収量）も人為に起因するもの
のみが対象（例：海洋の吸収は対象外）

 森林で対象となるのは、

1990年以降の1990年以降の

① 人為による森林の消失

② 人為 よる森林 転換② 人為による森林への転換

③ 人為により維持されている森林
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日本の森林吸収量日本の森林吸収量13001300万炭素トン算定の概要万炭素トン算定の概要

AR

人間の営み（人為）に起因する吸収量を目標達成に使う

AR
(1990年以降
新たに森林に
となった面積)

FM
(森林経営

D

対象の
森林面積)

日本の全ての
森林面積

D
(約束期間に
森林でなく
なった面積)

13001300万炭素トン万炭素トン
（予め 「（予め 「 ネ ト排出分 をネ ト排出分 を で相殺した上で）で相殺した上で）

7

（予め、「（予め、「ARAR－－DD＝ネット排出分」を＝ネット排出分」をFMFMで相殺した上で）で相殺した上で）
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森林経営（3.8％）対象の森IPCCに報告している日本の森

森林経営となる

対象地の面積の

目標設定

1990年以降に・ 1990年以降に

森林になった面積

・森林でなくなった面積

8
京都議定書 3 条 3 及び 4 の下でのLULUCF 活動の補足情報に関する報告書を下に作成
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森林吸収量の計算方法森林吸収量の計算方法

炭素換算係数

（吸収量
（炭素t）

立木蓄積増
（年間の体積増）

（ 3）
×

枝根係数
（拡大係数）

（枝や根の体積量）

容積密度
（t/m3）

炭素
含有率
（0 5） ）× ×＝

炭素換算係数

（（炭素t） （ｍ3） （枝や根の体積量） （0.5） ）

幹材積増加量(m3)
=2012年の森林簿の幹材積（面積×収穫表のha当り材積(m3)）－2008年の森林簿の幹材積（面積×収穫表のha当り材積(m3)）

蓄積変化法

収穫表のha当り材積(m3)＝地域、樹種、地位級（肥沃度）、樹齢をもとに算出
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現在の吸収源活動の課題現在の吸収源活動の課題現在の吸収源活動の課題現在の吸収源活動の課題
森林吸収源ルールの「抜け穴」森林吸収源ルールの「抜け穴」

「抜け穴① 」場合によっては、森林劣化に
よる排出を算定しなくてもよいよる排出を算定しなくてもよい

「抜け穴②」 場合によっては、場合によっては、化石燃料由
来の排出削減努力を著しく弱めることがで来の排出削減努力を著しく弱めることがで
きる

10



11

「抜け穴①「抜け穴① 」」

場合によっては 森林劣化による排出を算場合によっては、森林劣化による排出を算
定しなくてもよい
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「抜け穴①「抜け穴① 」」
タスマニアの天然林タスマニアの天然林タスマニアの天然林タスマニアの天然林

12
Rainforest Action Network



13

「抜け穴①「抜け穴① 」」 タスマニアの天然林タスマニアの天然林

13
Rainforest Action Network



14

火入れ（施行風景）火入れ（施行風景）「抜け穴①「抜け穴① 」」 タスマニアの天然林タスマニアの天然林タスマ アの天然林タスマ アの天然林

14
Rainforest Action Network



15

「抜け穴①「抜け穴① 」」
タスマニアの天然林タスマニアの天然林

火入れ後火入れ後

15
Rainforest Action Network
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タスマニア州の天然林の皆伐・火入れタスマニア州の天然林の皆伐・火入れタスマ ア州の天然林の皆伐 火入れタスマ ア州の天然林の皆伐 火入れ
による二酸化炭素排出量はによる二酸化炭素排出量は（少なくとも）（少なくとも）

1,923万1,080トン/年（2008年実績）※
（日本の1990年基準年の総排出量の1.5%に相当）

→京都議定書の下では算定されていない

比較： 4,766万6,666トン/年較 , , 年

（日本の目標達成に利用できる森林吸収量/年）

約6,400万トン/年（2008年度実績）約6, 00万トン/年（ 008年度実績）

（日本の電気事業者が08年度に償却した京都メカ
ニズムクレジット）

16
※タスマニア州政府Forest Practices Authority年次報告書、 Mercury紙2010年1月27日報道、オーストラリア国立大学データ等を用いて計算
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「抜け穴①「抜け穴① 」場合によっては森林劣化」場合によっては森林劣化抜け穴①抜け穴① 」場合によっては森林劣化」場合によっては森林劣化
による排出を算定しなくてもよいによる排出を算定しなくてもよい

このような、伐採や火入れ等による森林の
劣化による排出が京都議定書の下では算
定されていない国定 な 国

オ トラリ カナダ ジ ラ ド等オーストラリア、カナダ、ニュージーランド等
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「抜け穴① 」場合によっては森林劣化による排出を算定しなくてもよい

実際の破壊的な
森林伐採

京都議定書での
「森林減少」の定義

京都議定書での「森林」の定義

“・・・（省略）・・・、伐採のような
「森林減少」の定義

“「森林減少」とは、森
林地から非森林地へ
の直接で人為的な転
換 あ ””

「森林」という土地利用区分を
変更する予定が

ない ある

人間の干渉あるいは自然原因
の結果、一時的に木の無い状態
（unstocked)となっていても、

森林に戻ることが期待されてい
換である ””

「森林減少」と定義されない 「森林減少」と定義される

ない ある

京都議定書 条 項

る地域も森林に含まれる”

京都議定書3条4項の下、

「森林経営」活動は任意
活動である

「森林経営」活動を
選択

しない する
京都議定書3条3項の下、

「森林減少」の排出は義務
計上である

「森林減少」による排出を計上する義務「森林経営」活動による排出を
計上しなくてもよい

18京都議定書の下で
排出として計上される

京都議定書の下で
排出として計上される

京都議定書の下で
排出として計上されない
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現在の吸収源ルールの課題の一例現在の吸収源ルールの課題の一例

新規植林による吸収・排出

現在の吸収源ルールの課題の 例現在の吸収源ルールの課題の 例

新規植林による吸収 排出

再植林による吸収・排出

森林減少による排出

3条3 義務計上

森林減少による排出

森林経営による吸収・排出森林経営による吸収 排出

農地管理による吸収・排出

牧草地管理による吸収 排出
3条4 任意計上

牧草地管理による吸収・排出

植生回復による吸収・排出

→「森林管理」等において、締約国は吸収源となる場合は選択し、

排出源となる場合は選択しないという「抜け穴」が出来ている
19

排出源となる場合は選択しないという「抜け穴」が出来ている



20

「抜け穴②「抜け穴② 」」

場合によっては 化石燃料由来の排出削減場合によっては 化石燃料由来の排出削減場合によっては、化石燃料由来の排出削減場合によっては、化石燃料由来の排出削減
努力を著しく弱めることができる努力を著しく弱めることができる

20
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「抜け穴②」「抜け穴②」

GG N tN t方式（現行）方式（現行）N tN t N tN t方式方式

19901990年の吸収量を差し引かない年の吸収量を差し引かない

GrossGross--NetNet方式（現行）方式（現行）NetNet--NetNet方式方式
森林

吸収分
基準年
吸収分 X % 森林

吸収分

吸収分

X %
削減

目標年
森林

吸収分

吸収分 X %
削減

（化 燃料由来）

達成すべき
化石燃料由来
削減量

（化 燃料由来）

達成すべき
化石燃料由来
削減量

（化石燃料由来）（化石燃料由来）

21
基準年 目標年基準年 目標年
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「抜け穴②」「抜け穴②」

19901990年の吸収量を差し引かない年の吸収量を差し引かない

Gross-Net方式

年間

Net-Net方式
基準年（1990年）

年間
吸収量

第一約束期間
（2008～2012年）

第二約束期間
（2013～ｘｘ年）

第一約束期間
（2008～2012年）

第二約束期間
（2013～ｘｘ年）

22
2009年7月16日林野庁「森林分野における国際情勢説明会」配布資料を下に作成
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「抜け穴②」「抜け穴②」「抜け穴②」「抜け穴②」
伐採量が増えてもクレジットを獲得（排出量を隠蔽）できる伐採量が増えてもクレジットを獲得（排出量を隠蔽）できる

参照レベル方式
（ 国 場合）

参照レベル参照レベル
を国情にわを国情にわ

整 能整 能

参照レベル方式
（ 場合）（A国の場合） せ調整可能せ調整可能 （B国の場合）

吸収量

排出量
０

第一約束期間
（2008～2012年）

第二約束期間
（2013～ｘｘ年）

第一約束期間
（2008～2012年）

第二約束期間
（2013～ｘｘ年）

23
2009年7月16日林野庁「森林分野における国際情勢説明会」配布資料を下に作成

基準年（1990年）
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森林経営活動のルール次第で変化する、先進森林経営活動のルール次第で変化する、先進
国全体の排出削減努力（イメ ジ）国全体の排出削減努力（イメ ジ）国全体の排出削減努力（イメージ）国全体の排出削減努力（イメージ）

排出量

目標達成に利用できる森林セクターのネットの吸収量※1標 森 吸

算定方式

(支持する国)※2

森林経営活動

義務 or 任意

先進国全体の排出削減目標 利点 課題

グロス－ネット
方式

任意 高齢林が炭素の
観点から評価さ

先進国の化石燃料由来の排出
削減目標が低い場合 吸収源

（現行方式）

方式

（主に日本、ロ
シア等）

観点から評価さ
れる

削減目標が低い場合、吸収源
の占める割合が大きくなる

義務 高齢林が炭素の
観点から評価さ
れる

先進国の化石燃料由来の排出
削減目標が低い場合、吸収源
の占める割合が大きくなるれる の占める割合が大きくなる

参照レベル

方式

（主にEU複数国、
カナダ）

任意 大量のクレジット（吸収量）を生
み出したりデビット（排出量）を
隠すインセンティブが働く

義務カナダ） 義務 大量のクレジット（吸収量）を生
み出したりデビット（排出量）を
隠すインセンティブが働く

ネット－ネット方
式

任意 化石燃料由来の
排出削減割合が式

（主に途上国）

排出削減割合が
高くなる

義務 化石燃料由来の
排出削減割合が
高くなる

24
※1 その他、CAP、割引率の設定、基準年の設定方法、自然災害の計上方法の設定、HWPの採用等により実質的削減量は変化する

高くなる

※2 各国のポジションは流動的
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今後 吸収源 論点今後 吸収源 論点今後の吸収源の論点今後の吸収源の論点

いかに「抜け穴」を防ぎ、いかに環境十全性の高いかに「抜け穴」を防ぎ、いかに環境十全性の高
い吸収源ルールへ改善できるかい吸収源ルールへ改善できるか

具体的には：具体的には：

化石燃料由来の排出削減努力を阻害しない– 化石燃料由来の排出削減努力を阻害しない

– 「森林経営」等の計上を義務化し、吸収を算定
するなら 排出も算定するバランスのとれた計するなら、排出も算定するバランスのとれた計
上方法に

破壊的な森林伐採を抑制す ブ– 破壊的な森林伐採を抑制するインセンティブに

25
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吸収源のその他の論点吸収源のその他の論点

伐採木材製品（伐採木材製品（HWPHWP）の取り扱い）の取り扱い伐採木材製品（伐採木材製品（HWPHWP）の取り扱い）の取り扱い

自然阻害要因（自然阻害要因（Natural Disturbance)Natural Disturbance)
活動ベ活動ベ 土地ベ土地ベ活動ベース活動ベース VSVS 土地ベース土地ベース

26
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京都議定書が対象としていない京都議定書が対象としていない京都議定書が対象としていない京都議定書が対象としていない
森林（途上国の森林）の取り扱い森林（途上国の森林）の取り扱い

27
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熱帯雨林減少による温暖化への影響熱帯雨林減少による温暖化への影響

土地利用変化（≒森林減少）に
世界全体の温室効果ガスの分野別排出割合（2000年）

熱帯雨林減少による温暖化への影響熱帯雨林減少による温暖化への影響

土地利用変化（≒森林減少）に
よるCO2排出は約75億トン（米
国の排出量は約56億トン）

産業セクター（14％）や運輸セク産業セクター（14％）や運輸セク
ター （14％）よりも多い排出が途

上国の森林減少などの土地利
用転換により排出されている

出典：環境省他, スターン・レビュー「気候変動の経済学」日本語版

28
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REDDREDDとはとは
 （Reduce Emission from Deforestation (and Degradation) in Developing 

REDDREDDとはとは
（ ( g ) p g
countries)途上国における森林減少・劣化防止による温室効果ガスの削減

 京都議定書外の議論のため拘束力のあるルールは未定

 途上国における森林の減少・劣化を対策を講じて防止した際、何も対策を講
じなか た場合に排出されたであろうGHGを削減したとみなし クレジットやじなかった場合に排出されたであろうGHGを削減したとみなし、クレジットや
補償を与える

ベースライン

森林減少
からの

炭素排出

ライン
（過去のトレンド等をもとに予測）

炭素排出

排出削減量
（クレジット化して売買？）

実際の排出量
（モニタリングで計測）

時間

29
2010年 2015年
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各 背景各 背景REDDREDDの各国背景の各国背景
森林面積の変化森林面積の変化

森林炭素保全
＆SFMアフリカ諸国

森林
被覆率

REDD 植林
ブラジル
インドネシア

アフリカ諸国
ガイアナ
スリナム

被覆率 インドネシア
パプアニューギニア
メキシコ
カメルーン等 コスタリカ

中国

インド

時間

インド

CfRN（熱帯雨林諸国連合）, Climate Change & Development Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation UNFCCC AWG-LCA Workshop Accra, Ghana を元に作成

30
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議論が収斂され きた点議論が収斂され きた点REDDREDDの議論が収斂されてきた点の議論が収斂されてきた点

活動枠等 整理活動枠等 整理REDDREDD--plusplusの活動枠等の整理の活動枠等の整理
–– (a)(a)森林減少からの排出の削減森林減少からの排出の削減( )( )
–– ((ｂｂ))森林劣化からの排出の削減森林劣化からの排出の削減

–– ((ｃｃ))森林炭素蓄積の保全森林炭素蓄積の保全((ｃｃ))森林炭素蓄積の保全森林炭素蓄積の保全

–– (d)(d)森林の持続可能な管理森林の持続可能な管理

–– (e)(e)森林炭素蓄積の強化森林炭素蓄積の強化–– (e)(e)森林炭素蓄積の強化森林炭素蓄積の強化

交渉文書に重要なキーワードの記載交渉文書に重要なキーワードの記載
「 然林転換 用 な 「土地利用権 「森「 然林転換 用 な 「土地利用権 「森–– 「天然林転換に用いない」、「土地利用権」、「森「天然林転換に用いない」、「土地利用権」、「森
林ガバナンス」、「ジェンダー問題の考慮」など林ガバナンス」、「ジェンダー問題の考慮」など
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泥炭湿地林の伐採・排水による二酸化炭素の放出泥炭湿地林の伐採・排水による二酸化炭素の放出

二酸化炭素
二酸化炭素 二酸化炭素 二酸化炭素

炭素 炭素

炭素
炭素炭素

炭素
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インドネシア・リアウ州における泥炭湿地林開発インドネシア・リアウ州における泥炭湿地林開発

3333
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インドネシア・リアウ州インドネシア・リアウ州 天然林の他用途への転換天然林の他用途への転換

3434
Uryu, Y. et al. 2008
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インドネシア・リアウ州の泥炭地や森林インドネシア・リアウ州の泥炭地や森林インドネシア・リアウ州の泥炭地や森林インドネシア・リアウ州の泥炭地や森林
の破壊による二酸化炭素排出量はの破壊による二酸化炭素排出量は

約2億2,000万トンCO2 /年※約 ,
（1990年～2007年の平均）

比較：日本の1990年の総排出量（12億
6 100万トンCO2）の約17 4％6,100万トンCO2）の約17.4％

※Uryu, Y. et al. 2008 “Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2 Emissions in 
Riau, Sumatra Indonesia” WWF Indonesia
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http://assets.panda.org/downloads/riau_co2_report__wwf_id_27feb08_en_lr_.pdf
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インドネシアインドネシア 泥炭地破壊で世界第泥炭地破壊で世界第インドネシアインドネシア 泥炭地破壊で世界第泥炭地破壊で世界第
33位の位のCO2CO2排出国に排出国に位位 排 国排 国

近年インドネシアの泥炭地から排出される二酸化
炭素は年間20億トンに上り うち6億トンは乾燥炭素は年間20億トンに上り、うち6億トンは乾燥
した泥炭の分解、14億トンは火災から生じること
が分かった。公式統計に基づく二酸化炭素排出
量の国別ランクではインドネシアは世界で21番量の国別ランクではインドネシアは世界で21番
目だが、この泥炭地からの排出量を含めると、
米国、中国に次いで世界第3位となる。この排出米国、中国に次いで世界第3位となる。この排出
量は英国やドイツの排出量の数倍にもなり、京
都議定書の下で温室効果ガス排出を削減しよう
とする先進国のあらゆる努力を帳消しにするとする先進国のあらゆる努力を帳消しにする

（国際湿地保全連合（Wetlands International）
2007 “Peatland degradation fuels climate change”

36

2007 Peatland degradation fuels climate change
http://www.wetlands.org/publication.aspx?ID=d67b5c30-2b07-435c-9366-c20aa597839b
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今後の今後のREDDREDDの課題の課題今後の今後のREDDREDDの課題の課題

 セーフガード（予防措置）の適用レベル

– 天然林の他用途への転換の回避(→生物多様天然林の他用途 の転換の回避( 生物多様
性の保全)
透明性を確保した森林ガバナンス– 透明性を確保した森林ガバナンス

– 先住民族・地域住民の権利や役割の保障

を「確保」する。

×「促進」する。×「促進」する。

×「支援」する。
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今後の今後のREDDREDDの課題の課題

森林減少 劣化防止の目標森林減少 劣化防止の目標森林減少・劣化防止の目標森林減少・劣化防止の目標

履行するための手段

– 準備段階、実証段階、完全実施段階における資金

例）全て基金ベース

例）基金→市場リンク→市場

資金ソース（公的拠出金、税、 AAUオークション等）

活動のMRV 
– 途上国の他の緩和努力との兼ね合い途上国の他の緩和努力との兼ね合い

例）NAMAの中でのREDD、NAMAの外でのREDD 
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今後今後 課題課題今後の今後のREDDREDDの課題の課題

クレジットの不確実性と非永続性

REDD実施の際の制度的 技術・方法論的REDD実施の際の制度的、技術 方法論的
課題

複数 的な森林減 潜需要圧力と複数かつ動的な森林減少の潜
在要因への対処の議論

– Demand Side Measure※の強化

透明性を確保した森林ガバナンス– 透明性を確保した森林ガバナンス

※例えば FLEGT(森林法施行・ガバナンスと貿易）（EU) 、グリーン購入法（日本）、レーシー法（米国）など

39

※例えば FLEGT(森林法施行 ガバナンスと貿易）（EU) 、グリ ン購入法（日本）、レ シ 法（米国）など
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森林による吸収量・排出量の予測の一例森林による吸収量・排出量の予測の一例森林による吸収量 排出量の予測の 例森林による吸収量 排出量の予測の 例

Historical forest carbon balance (MtCO2) per region, 1855-2000
Source: Houghton, 2003b, AR4
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今後の気候変動対策における森林分野の課題や方向性今後の気候変動対策における森林分野の課題や方向性

全体の削減目標
・全体の削減目標の高さ

REDD活動の質の確保
・実効性のあるルール

・全体の削減目標の高さ
・公的資金の規模

実効性 あるル ル
・MRV実施内容の中身と質
（誰が？、コンプライアンスは？）

・長期的、広い視野
（含：住民、各セクター、需要国側の措置）（含 住民、各 クタ 、需要国側 措置）

REDD実施のための土台
・森林の定義
・土地利用区分の明確化と権利

市場先進国LULUCF

・土地利用区分の明確化と権利
・ガバナンス、キャパビル
・資金メカニズム

・クレジットの信頼性
・民間投資額

ルールの改善
・森林の定義
・算定の義務化
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ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました
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